
 

    ２０２５年１２月１２日 

質 疑 回 答 書（１） 

     

広告の名称：新潟市軽自動車税(種別割)納税通知書用封筒の有料広告 

 質  疑  事  項 

見積書にはどの金額を記入するのでしょうか？ 

 

 

質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。  

 

 回        答 

ご質問の内容は、消費税と見積書の記載方法の質問として回答いたします。 

ホームページにあります見積書（ＰＤＦ）をご確認ください。 

様式の最後に「（注）見積額は、消費税及び地方消費税を含まないものとする。」と記載してあります。 

ただし、広告掲載料としての金額は、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する

額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって

広告掲載料となり納付いただくことになります。消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか

免税事業者であるかを問わず、見積もった希望掲載料金額の110分の100に相当する金額を見積書

に記載してください。 

また、広告掲載料（最低価格）210,000 円は消費税及び地方消費税を含むものであり、この価格以上

からの申し込みとなります。 

念のため、見積書の一般的な記載例をホームページに追加しましたのでご確認ください。 

 

 

 


